
～浸水被害ゼロを目指して～ 

 家屋の浸水被害の防止や軽減を目的として、止水板を設置す
る市民の方に対し、設置費用の一部を助成します。 

２．止水板 
   建物の浸水の恐れがある出
入り口等に設置するもので、以
下の機能を有するもの。 
 （１）浸水に耐える素材のもの 
 （２）取り外し又は移動可能な 
   もの 

３．助成対象工事 
（１）止水板設置工事 
（２）止水板設置に伴い、防水効果を高めるた   
 めに行う工事 
  ・内外壁の防水工事 
   ・土間コンクリート打設工事等 

４．助成金の額 
  止水板設置工事等に要  
 した費用の２分の１とし、  
 一つの建物について50万 
 円を限度とする。（千円未  
 満は切り捨て） 
例）工事費等120万円 
   →  助成金50万円 
  工事費等80万１千円 
   →  助成金40万円 

１．助成対象者 
 市内で住宅に止水板設置工事等
を行う場合で、１年以上前から三鷹
市に住民登録されている個人 

   ※ただし、住民税を滞納されてい
る方は除く。 

止水板設置工事助成事業 



お問い合わせ 
三鷹市都市整備部水再生課下水道維持係（本庁舎５階57番窓口） ＴＥＬ（代）0422-45-1151 （内線2874） 

５．手続きの流れ 

事前相談 

 計画の段階でご

相談ください。 

交付申請 

 工事内容と業者が決まり
ましたら、交付申請書と必
要書類を添付して申請し
てください。 

工事着手 

 書類を審査し、結果を
通知します。交付決定通
知が届きましたら、工事
を始めてください。（施工
写真を撮って頂きます。） 

工事完了 

 工事完了後、完了届と
必要書類を添付して提
出してください。 

完了検査 

 書類と現地
を検査し、結
果をご連絡し
ます。 

請求 

 合格であれ
ば、請求書に
必要書類を添
付し、提出して
ください。 

支払い 

 請求書が
市に届き次
第、指定の
口座に助成
金を振り込
みます。 

交付申請 

工事完了 
請求 

工事計画書 

平面図、立面
図、設置図、構
造図等 

交付申請書（様式） 住民票 
住民税納税証明書 

工事見積書 

登記事項証明書 

土地と建物両方の
証明書が必要です。 

承諾書 

土地及び建
物の所有者
が異なる場合
のみ 

完了届（様式） 
工事写真 
工事の領収書（写） 

しゅん工図 

平面図、立面図、
設置図、構造図等 

請求書兼支払金口座
振替依頼書 

※申請書等の印鑑は同一のものをお使いください（口座振替依頼書も同様）。 

交付決定通知書（写） 

６．必要書類 


